
当薬局は下記の項目について認可及び届出を行っております
R7.9.1

公費医療事項
生活保護、原爆医療、結核医療、難病・児童福祉法指定、精神通院医療、居宅療養

四国厚生支局届出事項
調剤基本料１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（調基１） 第６８号

在宅患者訪問薬剤管理指導料・・・・・・・・・・・・・・・（在薬）第５１８号

後発医薬品調剤体制加算３・・・・・・・・・・・・・・・・（後発調３）第４３６号

連携強化加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（薬連強） 第３２６号

医療ＤＸ推進体制整備加算・・・・・・・・・・・・・・・・（薬ＤＸ）第３１９号



保険対象外の費用
当薬局では、必要に応じて下記に示す代金を頂戴しております。
また、患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料も患者様負担と
なります。

〇文書料 1枚につき 2,200円（学校保健〈スポーツ保険〉記入用紙は対象外）

〇医薬品配達及び郵送料

（配達料）

片道 10ｋｍ圏内 2,000円

（郵送料）

郵便料金に準ずる

〇容器代金（追加希望の場合にご負担いただきます）（１つ）

投薬ビン

３０㏄ ３０円 ２００㏄ ７０円

６０㏄ ４０円 ３００㏄ ９０円

１００㏄ ４０円 ５００㏄ １２０円

１５０㏄ ６０円



保険対象外の費用
〇容器代金（追加希望の場合にご負担いただきます） （１つ）

軟膏ツボ

１０ｇ ２０円 ５０ｇ ５０円

２０ｇ ３０円 １００ｇ ８０円

３０ｇ ４０円 １２０ｇ ８０円

外用容器

３０㏄ ８０円 １００㏄ ７０円

６０㏄ ６０円

軽量カップ

１０㏄ ２０円 ２０㏄ ３０円

スポイド

２㏄ ２０円



「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の
発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても平成３０年４月１日より、
明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、薬剤の名称が記載されるものですので、その点御理解いただき、ご家族の方
が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は
会計窓口にてその旨お申し出下さい。

災害発生・感染症流行時の体制について

当薬局では、災害時や新興感染症の発生時に都道府県等から協力要請があった場合、

可能な限り地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。



調剤管理料・服薬管理指導料

当薬局では、調剤管理料及び服薬管指導料を算定しています。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手
帳、医薬品リスク管理計画（RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び
評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。

また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作
用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関
し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の
体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導
を行っています。



医療DXを積極的に推進しています
〇オンライン資格確認等システムの活用

オンライン資格確認等システムにより取得した、薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を
実施しています

〇マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用の促進
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおり
ます

医療情報取得加算（オンライン資格確認体制取組）
当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており患者さまの薬剤情報、特定健診情報
その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます



訪問薬剤管理料に関するご案内

介護保険の方
居宅療養管理指導料および介護予防居宅療養管理指導

【同一建物居住者】

３７９円／回（2―9人）

３４２円／回（10人以上）

【同一建物居住者以外】

５１８円／回

医療保険の方
在宅患者訪問薬剤管理指導料

【同一建物居住者】

３２０円／回（2―9人）

２９０円／回（10人以上）

【同一建物居住者以外】

６５０円／回

自己負担金については自己負担率により金額が変動します。



居宅療養管理指導
1.事業の目的と運営方針
（事業の目的）
１ ハート調剤薬局北島店（指定居宅サービス事業者）が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導（以

下、「居宅療養管理指導等」という。）の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を
定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認め
た利用者に対し、ハート調剤薬局北島店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

２．利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、
その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養
生活の質の向上を図る。

（運営の方針）
１．要介護者または要支援者（以下、「利用者」という）の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立った

サービスの提供に努める。
２．地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の

保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
３．適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。

・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保して
いること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。



（職種について）
〇従業者について

・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

〇管理者について
・常勤の管理者１名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ハート調剤薬局北島店の管理者との兼務を可と

する。

2.従業者の職種、員数及び職務の内容

（職務の内容について）
〇薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等

を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者の
ＡＤＬやＱＯＬに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当
適切に行う。

〇訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護
支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

3.営業日および営業時間

〇営業日は月・火・水・金・土曜日とする。但し、国民の祝祭日、年末年始（12月31日～１月１日）を除く。
〇営業時間は月・火・水・金曜日の午前8時30分から午後6時とする。土曜日は午前8時30分から午後5時00分とする。
〇利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。



4.指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

（指定居宅療養管理指導の種類及び利用料）
介護保険制度の規定準ずる（1割負担割合の場合）。
①居宅療養管理指導サービス提供料として

１単一建物居住者１人の場合 ５１８円／回
２単一建物居住者２人～９人の場合 ３７９円／回
３単一建物居住者１０人以上の場合 ３４２円／回
情報通信機器を用いて行う場合 ４６円／回

※算定する日の間隔は６日以上、月４回を限度に算定する。
ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は、週に２回、かつ、月に８回に限り算定する。

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合、１回につき１００円が①に加えられます。
注５)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注６)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を

適用日より算定します。
注７)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係る利用料は同じです。
注８)上記の単一建物居住者とは、当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の

薬剤師が、同一月に訪問薬剤管理指導を行っている利用者をいいます。

（その他の費用の額）
１．利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
２．利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用につ

いて文書で説明し、同意を得ることとする。
３．居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、

以下の距離別徴収額を基準とする。
・片道 ～５㎞ ５００円
・片道 ６～１０㎞ １０００円
・片道 １０㎞超 ２０００円



5.通常の事業の実施地域
通常の実施地域は、北島町の区域とする

第１条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
当院は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、

精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を 定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

第２条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれの ある行為を加えること。

また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）:意図的であるか、結果的であるかを問わ ず、行うべきサービスの提供を

放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状 態を悪化させること。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与え

ること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさ せること。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用 を理由なく制限すること。

6.虐待の防止のための措置に関する事項 ハート調剤薬局北島店

第３条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止 するための対策を検討するとと

もに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的 2 して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員
会を設置する。
⑴ 委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年１回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定（委員より選任する）
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。



⑶ 委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年１回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ.委員会の会議内容を記録する。
【編注】虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内 容が検討できる場合は、一体
的に設置運営しても良い。

第４条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年１回以上及び職員採用時に実施する。
【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身 体拘束等の適正化のための職員

研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関す

る意見も出してもらい、運営に反映させるなど の工夫も重要である。
第５条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。
ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年１回 以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年１回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第６条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実 確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察 3 等の協力を仰ぎ、被虐待者の

権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

第７条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓 口は、高齢者虐待防止担当者と

する。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認 識し、職員は日頃から虐待の早期

発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び 担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。



第８条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が 生じないよう細心の注意を払っ

て対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。

第９条 成年後見制度の利用支援
入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応 じて、行政機関等の関係窓口、
身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第10条 当指針の閲覧
当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホ ームページ上に公表する。

第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加 し、入居者の権利擁護とサービ
スの質の向上を目指すよう努める。

7.その他運営に関する重要事項
１．ハート調剤薬局北島店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、

また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
２．従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
３．従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
４．サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合

は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
５．この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、調剤薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるもの

とする。

本規程は令和７年４月１日より施行する。



⾧期収載品



オンライン資格確認推奨



１．基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」）および「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」）を遵守し、良質な
薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。

２．具体的な取り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

（１）個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
（２）個人情報の取扱いに関するルール（運用管理規定）を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員

全員で遵守します。
（３）個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
（４）個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
（５）個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。
（６）収集した個人情報は次の場合を除き第三者に提供又は開示しません。

ア あらかじめ本人の了解を得ている場合
イ 法令に基づく場合
ウ 個人を識別できないよう匿名化した場合
エ 人の生命、身体又は財産保護の必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時
オ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難である時
（７）業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、

必要な監督・改善措置に努めます。
（８）個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。

３．相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。

（１）個人情報の利用目的に同意しがたい場合
（２）個人情報の開示、訂正、利用停止など（法令により応じられない場合を除く）
（３）個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
（４）その他、個人情報の取扱いについてのご質問やご不明な点がある場合

個人情報保護に関する基本方針



４．不正（不法）行為があった場合の対応
万一、不正行為（偽造処方箋及び不当な多重受診等による薬剤取得等）があった場合、再発防止のため当事者の
氏名、生年月日、性別、住所、保険記号・番号、処方内容等の基本情報を、他の保険薬局、医療機関に公表する
と共に、徳島県保健福祉部薬務課、四国厚生支局、所轄警察等に通報します。



当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取り扱いに関する基本方針にもとづ

いて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。

個人情報に関するお知らせ

皆様の個人情報の利用目的

◎当薬局における調剤サービスの提供

◎医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握（副作用歴・既往歴《病名など》・アレルギー歴・体質・併

用薬《薬剤名や処方医療機関など》・ご住所や連絡先など）

◎病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの連携

◎病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などからの照会への回答

◎家族や看護者などへの薬に関する説明

◎医療保険事務（審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会、回答、審査支払機関

又は保険者への紹介など）

◎薬剤師・薬局賠償責任保険などに係わる保険会社への相談または届出など

◎調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

◎当薬局・会社内・薬剤師会等で行う症例研究

◎当薬局・会社内・薬剤師会等で行う薬局実務実習

◎外部監査機関への情報提供

◎不正（不法）行為があった場合、他の保険薬局、医療機関、徳島県保健福祉部薬務課、四国厚生支局、所轄警察等への

公表、情報提供、通報

株式会社 共生バックアップシステム


